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市有地利活用効果検討業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１．目  的 

 本市が保有する土地並びに建物等の資産について、管理情報の調査・整理・現状把握と現利用形態

の評価を行うとともに、各資産について複数の利活用案の比較検討並びに具体的な事業化案の提案

を行うことで当該資産の生み出す利益を最大限に活用した利活用効果について検証することを目的

としています。これらの取組みを推進するに際して、豊富なノウハウと技術力、情報を有する業者を

選定するために企画提案の公募型プロポーザルを行います。 

 

２．業務概要 

 （１）業務の名称 

     市有地利活用効果検討業務 

 （２）業務の内容 

     別紙「市有地利活用効果検討業務委託仕様書」のとおり 

 （３）業務対象地 

     市有地４５物件 

 （４）委託期間 

     契約締結日から令和４年（２０２２年）３月１８日 

 （５）限度額 

     １４,８００,０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限金額とします。 

 

３．参加資格 

 本案件に参加できる者は、企画提案書等の提出期日において、下記のすべての要件を満たすものと

します。なお、企画提案書等の提出後において要件を満たさなくなった場合も参加を認めません。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと 

（２）公募開始日から契約締結日まで豊中市入札参加停止基準（平成７年６月１日制定）に基づく入札

参加停止措置を受けていないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと

及びその開始が決定されていないこと（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることと

される更生事件に係るものを含む）。 

 （４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと

及びその開始が決定されていないこと。 

 （５）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号から第４

号まで若しくは第６号又は豊中市暴力団排除条例（平成２５年豊中市条例第２５号）第２条第３

号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者が、代表者もしくは準ずる地位に就任し、
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又は実質的経営に関与している法人等でないこと 

 （６）労働関連法令に違反し、官公署から摘発または勧告等を受けていないこと 

 （７）令和３年度（２０２１年度）豊中市物品等（物品・業務委託等）入札参加資格名簿において、次

の営業種目に登録を有する者であり、次に掲げる登録を全て満たしている者であること 

・その他の調査・分析・検査 

・都市計画・交通関係調査業務 

 （８）平成２８年度以降において国、地方公共団体又はそれに準ずる機関（公社、公団、事業団等）の

発注に係る以下の項目の業務全てを受注して業務完了した実績を有すること 

    ・都市計画基礎調査業務 

    ・都市計画マスタープラン又は立地適正化計画策定業務 

    ・民間活力の導入を踏まえた公共施設の利活用検討業務 

 （９）所要の資格を網羅した技術者を用い、業務を確実に遂行させることができる者であること 

 

４．応募方法 

 （１）応募書類の種類     

ＮＯ 応 募 書 類 の 内 容 様   式 

１ 参加表明書 様式１ 

２ 提案者の概要 様式２ 

３ 提案者の業務実績 任意様式 

４ 業務執行体制調書 様式３ 

５ 業務計画予定表 任意様式 

６ 企画提案書 任意様式 

７ 見積書 任意様式 

８ 見積の内訳書 任意様式 

９ 入札参加停止措置等状況調書 様式４ 

  ① 参加表明（正副各１部） 

  正本１部のみ提案者の代表者印（本市へ事業者登録を行っている印）を押印すること。副本は複

写可とする。３．参加資格要件を確認してから記入すること。 

  ② 提案者の概要 

    「有資格者数」は企画提案書提出時の現員を記入すること 

    「業務内容」は代表的な業務分野を記入すること 

    「組織図」は企画提案書提出時の組織図を記入すること 

  ③ 提案者の業務実績 

    ３．（８）に記載している業務の実績を記入すること 

    公的機関等における契約書の写し等を添付すること 

  ④ 業務執行体制調書 

    本業務の執行にあたって取り組み体制及び特徴を記入すること 

    役割欄には、本業務における担当分野や業務内で担う役割を記載すること 
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    現在担当している業務数欄には、契約金額１００万円以上の業務数を記載すること 

    本様式については、適時変更してもよい 

  ⑤ 業務計画予定表 

    作業項目ごとに実施時期を記入すること 

  ⑥ 企画提案書 

    企画提案事項については、イラスト、イメージ等の使用も可能とし、具体的かつ多面的に記載す

ること 

企画提案を求める項目は以下の３項目とする。各項目（Ａ４）１枚程度とすること 

（項目１） 土地情報整備 

（項目２） 市有地利活用効果検討 

（項目３） 事業化案検討 

  ⑦ 見積書 

    正本１部のみ提案者の代表者印を押印する。副本は複写可 

  ⑧ 見積書の内訳 

    提案内容等を踏まえ、人件費、間接経費など見積金額の算出根拠を明示した内訳書を作成する

こと（本業務提案の範囲内） 

  ⑨ 入札参加停止措置等状況調書 

    該当の有無を記入すること 

    入札参加停止又は除外措置を受けた場合は、その内容と期間及び終期がわかる書類の写し、契

約解除を受けた場合は、契約解除通知書の写し、書面による警告を受けた場合は、その書面の写

しを添付すること 

 （２）提出方法 

    持参、郵送のいずれかとする。 

なお、郵送の場合は必ず配達の記録が残る方法で送ること。 

 （３）提出先 

    〒５６１－８５０１   

豊中市中桜塚３丁目１番１号 

    豊中市 財務部 資産管理課 財産活用係（本庁第二庁舎４階） 

    ＴＥＬ ０６－６８５８－２３１７ 

    Ｅ-ｍａｉｌ zaikatsu＠city.toyonaka.osaka.jp 

 （４）提出期限 

    令和３年（２０２１年）５月３１日（月）１７時必着 

     ※応募書類の分割提出は認めません。また、応募書類の不足又は提出期限内未到着の場合、応 

      募を無効とします。 

 （５）提出部数 

    正本１部、副本８部 

 （６）その他 

    提出された書類の返却、訂正、追加、提出期限以降における書類の差し替え及び再提出に応じる 
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ことはできません。 

 

５．質問の受付 

   本要領の内容に不明点がある場合は、４．応募方法（３）の提出先まで質問書（様式５）を電子 

  メールにて提出してください。 

（１）提出期限 

   令和３年（２０２１年）５月１４日（金）必着 

（２）回答方法 

   質問に対する回答は、令和３年（２０２１年）５月２１日（金）までに市のホームページに回

答を掲載し、個別には回答しません。 

 

６．日  程 

  ※全ての日程は、令和３年（２０２１年）とする。 

ＮＯ 項目 日程 

１ 実施要領等の公表 ５月１０日（月） 

２ 質問事項の締切 ５月１４日（金） 

３ 質問事項の回答 ５月２１日（金） 

４ 応募書類提出期限 ５月３１日（月） 

５ １次審査結果通知発送 ６月４日（金） 

６ ２次審査（プレゼンテーション） ６月１０日（木）予定 

７ 結果通知発送 ６月１４日（月）予定 

８ 委託契約の締結 ６月２５日（金）予定 

 

７．失格事項 

   次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

   ・委託限度額を超える提案を行ったとき 

   ・提出書類に不備があるとき 

   ・提出書類において虚偽の内容を記載したとき 

   ・提出期限までに必要書類の提出がないとき 

   ・第２次審査に欠席したとき 

   ・企画提案にあたり著しく信義に反する行為等により審査委員会が失格であると認めたとき 

 

８．審査方法・評価基準 

 （１）審査委員会 

提案内容等を審査するため、市職員で構成する審査委員会を設置します。 

 （２）審査方法 

第１次審査（書類審査）及び第２次審査（プレゼンテーション審査）を行い、総合的に評価し優 

先交渉権者を選定します。ただし、第１次審査は５社以上の応募があった場合のみ実施すること
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とし、第１次審査を行わなかった場合の第２次審査は、下記【第１次審査】の評価基準により行

います。 

    最終審査結果は、審査委員会にて合議を行ったうえで確定します。 

    （第２次審査） 

     ①日  程：令和３年（２０２１年）６月１０日（木）（予定） 

      ＊時間、場所等の詳細は、提案者に別途通知します。 

     ②発表時間：３０分程度（プレゼンテーション後の質疑応答含む） 

     ③資  料：別途資料及び機材持込みを可とします。 

     ④プレゼンテーションを行う者：本業務に携わる担当者 

     ⑤そ の 他：当日の出席者は１社３名以内（プレゼンテーションを行う者を含む）とし、すべ 

て提案者が雇用する従業員でありかつ本業務の従事を行う者とします。 

     ⑥特記事項：新型コロナウィルスの状況を踏まえ、プレゼンテーションはリモート方式を採 

用する場合があります。この手法を用いる場合は、事前に提案者へ通知します。 

 （３）評価基準 

      【第１次審査】      

項  目 配点 審  査  基  準 

業務実績・担当者実績 

業務実施体制 
２０ 

業務実績・技術者等の資格実績・業務執行体

制の評価 

企画提案書 

実施方針 

実施方法 
２０ 

目的、条件、内容等の理解度 

実施方針の妥当性 

技術力 ２０ 

関連計画等との整合性 

課題・諸問題解決のための技術力 

業務経験を生かした提案の有無 

発展性 ３０ 提案内容の発展的活用の可能性 

見積金額 １０ 積算額の妥当性 

処分歴 減点 
公募開始日から過去３年以内の処分歴等が

ある場合は、内容に応じて減点 

      【第２次審査】（第１次審査が実施された場合。） 

  

 

  

 

 

 

 

 

（４）審査結果の通知 

    審査結果は、令和３年（２０２１年）６月１４日（月）（予定）に郵送にて通知します。 

項  目 配点 審  査  基  準 

 

 

企画提案書 

（プレゼンテーション） 

実施方針 

実施方法 
３０ 

目的、条件、内容等の理解度 

実施方針の妥当性 

 

技術力 

 

３０ 

関連計画等との整合性 

課題・諸問題解決のための技術力 

業務経験を生かした提案の有無 

発展性 ４０ 提案内容の発展的活用の可能性 
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     ※受託者の決定は、豊中市と仕様書並びに価格等について協議の上、内部での事務手続きを 

経た後に行います。そのため、優先交渉権者の通知をもって、本業務の受託者の地位を確約 

するものではありません。 

 （５）審査結果の公表 

    審査結果の通知後、本市のホームページ等において下記の内容を公表します。 

     ①優先交渉権者名、評価点及び選定理由 

     ②全参加者名 

     ③全参加者の評価点 

 

９．契約の締結 

   契約内容及び使用については、採択された提案とともに、本市と詳細を協議するものとし、その際 

に改めて本市から提案内容の説明を求めることがあります。また、契約内容と仕様、契約金額等は、 

協議の結果、採択された提案から変更が生じることがあります。選定された優先交渉権者との協議が 

成立せず契約の締結が不調に終わった場合は、優先順位が次順位の者と協議を行い、成立した場合に 

は当該事業者と契約の締結を行います。 

 

１０．留意事項 

  ①本プロポーザルに要する経費（提案書の作成、提出等に関する費用等）は、応募者の負担とします。 

  ②提出書類の分割は認めない。また、提出書類の不足又は提出期限内未到達の場合、応募を無効とし

ます。 

  ③提出された書類の返却、差替え、再提出には応じません。ただし、本市が認めた場合はこの限りで 

   はありません。また、豊中市情報公開条例に定めるところにより提案内容を公開することがあり 

ます。 

  ④提案書に記載された内容は、特に明記がない場合は受託後に追加費用を伴わず実施するものとし

ます。 

  ⑤提出書類に記載された受託業務の担当者等は、本市がやむを得ないと認める場合を除き変更する 

ことはできません。 

  ⑥本プロポーザルへの応募を取下げる場合は、速やかに文書で連絡すること。なお、取下げにより不

利益な取り扱いを行うことはありません。 

  ⑦質問事項の締切日以降、本案件に係る質問は一切受け付けません。 

 

 １１．応募先、質問先及び問合せ先 

  豊中市 財務部 資産管理課 財産活用係 

  〒５６１－８５０１ 豊中市中桜塚３－１－１ 

  電話 ０６－６８５８－２３１７ ＦＡＸ ０６－６８５８－８６４７ 

  mail：zaikatsu@city.toyonaka.osaka.jp  
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【様式１】 

参  加  表  明  書 

 

業務名：市有地利活用効果検討業務 

 

 上記業務に係る公募型プロポーザル方式に参加致しますので、応募書類を添えて参加表明書を提出し

ます。なお、実施要領に規定されている参加資格を満たしていること並びに募集要領に記載されている

事項を承諾することも併せて誓約するとともに、当該誓約に違反があった場合には、一方的に審査手続

きから除外されても異議はありません。また、募集要領及び仕様書の内容を全て承諾します。 

  

令和  年（    年）  月  日 

 

豊中市長 あて 

 

 

【申込者】 

住 所 

 

会社名 

 

代表者職・氏名                               ㊞ 

 

電話番号 

 

 

【担当者】 

所 属 

 

職・氏名 

 

電話番号 

 

ＦＡＸ番号 

 

Ｅ⁻mail  
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【様式２】 

提 案 者 の 概 要 

業務名：市有地利活用効果検討業務 

令和  年（    年）  月  日 

 

会社名 

 

 

 

住所 

 

 

 

資本金 

 

 

千円 

 

従業員 

 

事務系     人 技術系     人  

その他     人 

合計     人 

 

 

技術系職員の所属状況 

（複数の資格を有する場合、

複数でカウントしいてくださ

い） 

技術士                 合計     人 

  総合技術管理部門：都市計画及び地方計画      人 

  建設部門：都市計画及び地方計画          人 

  その他本業務に関連があると思われる資格 

   （               ）       人 

   （               ）       人 

   （               ）       人 

（               ）       人 

 

 

 

業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

組織図 
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【様式３】 

業 務 執 行 体 制 調 書 

業務名：市有地利活用効果検討業務 

 令和  年（    年）  月  日 

本業務を受託した場合の体制 

 

 

 

 

氏 名 

 

所属・役職 

現在担当している 

業務数 

（予定含む） 

 

役 割 

 

主な勤務場所 

 

管理技術者 

 

     

 

照査技術者 

 

     

 

担当技術者 

 

     

 

担当技術者 

 

     

 

担当技術者 

 

     

業務実施組織図 

 

 

 

 

 

 

体制の特徴 
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【様式４】 

入札参加停止措置等状況調書 

 

業務名：市有地利活用効果検討業務 

 

令和  年（    年）  月  日 

 

該当する項目にチェックを記入してください 

① 本市の入札参加停止措置又は入札参加除外措置の有無 

□ 公募開始日から過去３年以内に入札参加停止措置又は入札参加除外措置を受けたことはありませ

ん 

□ 
公募開始日から過去３年以内に６月未満の入札参加停止措置又は入札参加除外措置を受けたこと

があります※１ 

□ 
公募開始日から過去３年以内に６月以上の入札参加停止措置又は入札参加除外措置を受けたこと

があります※１ 

② 国又は他の自治体の入札参加停止措置又は入札参加除外措置の有無 

□ 公募開始日から過去３年以内に入札参加停止措置又は入札参加除外措置を受けたことはありませ

ん 

□ 公募開始日から過去３年以内に６月未満の入札参加停止措置又は入札参加除外措置を受けたこと

があります※１ 

□ 公募開始日から過去３年以内に６月以上の入札参加停止措置又は入札参加除外措置を受けたこと

があります※１ 

③ 契約解除の有無 

□ 公募開始日から過去３年以内に本市から契約解除を受けたことはありません 

□ 公募開始日から過去３年以内に本市から契約解除を受けたことがあります※２     

④ 書面での警告の有無 

□ 公募開始日から過去３年以内に本市から書面による警告を受けたことはありません 

□ 公募開始日から過去３年以内に本市から書面による警告を受けたことがあります※３ 

注釈）※１・・・措置の内容、期間及び終期がわかる書類を添付すること 

   ※２・・・契約解除通知書の写しを添付すること 

   ※３・・・書面による警告の写しを添付すること 
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【様式５】 

質  問  書 

 

 

１．質問者について 

   

会 社 名  

住    所  

担当者名  

 

連 絡 先 

 

Ｅ-ｍａｉｌ  

電話番号  

 

２．質問の内容   

 

タ イ ト ル  

質 問 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提 出 日 令和３年（２０２１年）  月  日 

※質問書１枚につき質問は１項目とします。 


